
（平成２５年２月１４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東京地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 16 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 10 件



  

東京国民年金 事案13606 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年 11 月から 55 年９月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年11月から55年９月まで 

夫の勤め先が昭和 52年11月から厚生年金保険未適用の関連会社に変わったの

で、夫が夫婦の国民年金の再加入手続を行い、私が夫婦二人分の国民年金保険料

を納付していた。夫の申立期間の保険料が納付済みとなっているのに、私の申立

期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫の勤め先が昭和 52年11月から厚生年金保険未適用の関連会社に変

わったので、夫が夫婦の国民年金の再加入手続を行い、自身が夫婦二人分の国民年

金保険料を納付していたと具体的に説明しているところ、申立期間前の納付済期間

については、夫婦に係る特殊台帳の納付記録から、夫婦の保険料は、同一月に納付

されていることが確認できること、申立期間前後で生活状況に大きな変化は無かっ

たと認められること、及び申立期間については、夫の保険料は納付済みとなってい

ることを踏まえると、申立人が夫の保険料のみを納付し、自身の保険料を納付しな

かったとする特別の事情は認められない。 

また、昭和 52年11月の夫婦の再加入手続を行ったとする夫の国民年金被保険者

名簿には「S52.12 再加入」と記載されており、夫の申立期間に係る再加入手続は、

適切に行われたことが確認でき、申立人が夫と同時期に再加入したと考えても不自

然ではない。 

さらに、申立期間後は、昭和 60年１月から60歳になるまでの強制加入期間につ

いては、夫婦共に保険料を全て納付しており、夫婦の納付意識の高さが認められる。

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案13607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの付加保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年１月から同年３月まで 

私は、昭和 53 年６月以降、付加保険料を含め国民年金保険料を納付してきた

のに、申立期間の付加保険料だけが納付されていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時居住していた市において当時使用されていた納付書の様式

から、定額保険料及び付加保険料の合計額が一枚の納付書に印字されていることが

確認できるところ、申立人は、定額保険料及び付加保険料を別々の納付書で納付し

た記憶は無いと説明している。 

また、申立期間前後は付加保険料が納付済みとなっており、申立期間は３か月と

短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保険料を

納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案13608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年11月及び同年12月 

  私の父は、私が 20 歳になった頃に国民年金の加入手続を行い、私が結婚する

まで国民年金保険料を納付してくれた。結婚してからは、私が保険料を納付して

きたのに、申立期間の２か月だけ保険料が未納となっているのは納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚したことにより昭和 48 年 10 月 31 日に転居し、転入届出を同年

11 月８日に行っていることが住民票で確認できるところ、申立人から提出された

国民年金手帳の住所変更日は同年 11月８日、氏名変更は同年11月＊日と記載され

ており、申立人は、国民年金に係る住所変更及び氏名変更の手続を適切に行ってい

ると認められる。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 49 年１月から第３号被保険者となる前月

の 61 年３月までの国民年金保険料を継続して納付しており、納付意識の高さが認

められる上、申立期間は２か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案13611 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54年４月から同年６月までの期間及び56年１月から同年３月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納

付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月から同年６月まで 

           ② 昭和56年１月から同年３月まで 

私の元夫は、私が会社を退職した後の昭和 53年11月頃に私の国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料は、私が３か月ごとに金融機関で納付してきた。納

付期限より多少遅れることがあったとしても必ず保険料を納付していたので、申

立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録及び申立人が所持する年金手帳から昭和 53 年 11 月

10 日に国民年金に任意加入していることが確認でき、申立期間の国民年金保険料

は、現年度納付が可能である。 

また、申立人が居住する市を管轄する年金事務所は、申立期間当時、現年度納付

可能時期を経過した翌年度に過年度納付書を未納者に送付していたと回答している

ことから、申立期間の保険料は過年度納付も可能であり、申立人の説明に不自然さ

はみられない。 

さらに、申立期間の前後の加入期間は保険料が納付済みであるところ、申立期間

の前後を通じて申立人の元夫の仕事に特段変更は無く、生活状況に大きな変化は認

められない上、申立期間は各々３か月と短期間である。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



  

東京厚生年金 事案24057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社）における資格取得日に

係る記録を昭和 44年３月 31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすること

が必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年３月31日から同年４月２日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 44

年３月か４月頃、Ｂ支店に転勤したが、同社に継続して勤務していたので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された健康保険台帳によると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和

44 年３月 31 日に同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 44 年

４月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



  

東京厚生年金 事案24058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和48年４月20日で

あると認められることから、申立人の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、昭和 47年 11月から 48年３月までの標準報酬月額については、４万 5,000 円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年11月30日から48年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

においても同社に継続して勤務しており、給与支給明細書を提出するので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の記録により、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたことが認

められるところ、同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、

同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和47年11月30日の後の48年４月

20日付けで、申立人を含む９人の資格喪失日について、遡って 47年 11月 30日とす

る処理が行われていることが確認できる。 

しかしながら、申立人が提出した給与支給明細書によると、昭和 47 年 11 月から

48年１月までの期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

また、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は申立期間においても法人

事業所であったことが確認できる上、上記被保険者名簿によると、申立期間当時、常

時５人以上の従業員を使用していたことがうかがえることから、当時の厚生年金保険

法の適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

さらに、国民年金被保険者台帳及び国民年金保険料還付整理簿によると、申立人は、

昭和47年１月８日に国民年金の被保険者資格を取得し、同年１月から48年３月まで

の保険料を納付していたところ、同年５月 10 日付けで、遡って国民年金の被保険者

資格を 47 年９月 12 日に喪失し、申立期間を含む同年９月から 48 年３月までの保険



  

料を還付されていることが確認できることから、申立人は、厚生年金保険被保険者と

して、47 年 11 月から 48 年３月までの期間に係る厚生年金保険料を控除されていた

ものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、上記資格喪失処

理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないこ

とから、申立人のＡ社における資格喪失日を当該処理日である昭和48年４月20日に

訂正することが必要である。 

なお、昭和 47 年 11 月から 48 年３月までの標準報酬月額については、申立人のＡ

社における47年10月の社会保険事務所の記録から、４万5,000円とすることが妥当

である。 

２ 申立期間のうち、昭和 48年４月20日から同年５月１日までの期間について、雇用

保険の記録により、申立人のＡ社における勤務は確認できるものの、申立人は、厚生

年金保険料の控除が確認できる給与支給明細書等を保管しておらず、同社は 52 年６

月＊日に解散している上、申立期間当時及び解散当時の事業主は死亡していることか

ら、申立人に係る厚生年金保険料の控除を確認することができない。 

また、上記被保険者名簿において連絡先の判明した 14 人に照会したところ、７人

から回答を得たが、当該期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる供述等は得

られなかった。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 20 年６月

１日とされ、同年６月１日から同年８月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の同社に

おける資格取得日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 26 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年６月１日から同年８月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。平成 20

年６月１日付けでＣ社からＡ社に転籍し、同日から同社に勤務していたので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支給明細書並びに申立期間当時の事業主及び申立人と同日

付けでＣ社からＡ社に転籍した元同僚の供述により、申立人は、平成 20 年６月１日か

ら同社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記給与支給明細書において確認

できる厚生年金保険料控除額又は給与支給額から、26万円とすることが妥当である。 



  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る資格取得の届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、申立期

間に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと

認められる。 



  

東京厚生年金 事案24060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 20 年６月

１日、資格喪失日が 21 年 12 月１日とされ、当該期間のうち、20 年６月１日から同年

８月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎

となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、申立人の同社における資格取得日を同年６月１日と

し、申立期間の標準報酬月額を、同年６月は 22万円、同年７月は24万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年６月１日から同年８月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。平成 20

年６月１日付けでＣ社からＡ社に転籍し、同日から同社に勤務していたので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された源泉徴収簿並びに申立期間当時の事業主及び申立人と同日付けで

Ｃ社からＡ社に転籍した元同僚の供述により、申立人は、平成 20 年６月１日から同社

に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記源泉徴収簿において確認でき



  

る社会保険料等の控除額を基に算出した厚生年金保険料控除額から、平成 20 年６月は

22万円、同年７月は 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る資格取得の届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、申立期

間に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと

認められる。 



  

東京厚生年金 事案24063 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②のうち、平成３年 12 月１日から４年７月１日までの期間及び

同年８月１日から 10年２月 28日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、３年 12月は50万円、４年１月から同年６月ま

では47万円、同年８月は 50万円、同年９月から８年９月までは53万円、同年10月か

ら同年12月までは 50万円、９年１月から 10年１月までは59万円に訂正することが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年３月19日から同年12月１日まで 

            ② 平成３年 12月１日から10年２月28日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与額と相

違している。給与支払明細書等を提出するので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②のうち、平成３年 12月から４年６月まで及び同年８月から10年１月ま

でについて、申立人から提出された給与支払明細書により、申立人は、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

したがって、当該期間に係る標準報酬月額については、上記給与支払明細書におい

て確認できる保険料控除額から、平成３年 12月は50万円、４年１月から同年６月ま

では47万円、同年８月は 50万円、同年９月から８年９月までは53万円、同年10月

から同年12月までは 50万円、９年１月から10年１月までは59万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与支払明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライ

ン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給



  

与支払明細書において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所

（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

  一方、申立期間②のうち、平成４年７月について、上記給与支払明細書によると、

報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額に見合う 54 万円とされているものの、

厚生年金保険料控除額は２万 9,725 円とされており、これに見合う標準報酬月額 41

万円は、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

ところで、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間については、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないた

め、あっせんは行わない。 

２ 申立期間①について、申立人は当該期間における給与支払明細書を保有していない

ため、月別の厚生年金保険料控除額が確認できないところ、申立人から、給与支払明

細書に代わるものとして、Ａ社が発行した平成３年分から５年分まで及び７年分の給

与所得の源泉徴収票が提出されている。 

しかしながら、上記源泉徴収票には、厚生年金保険料について健康保険料及び雇用

保険料と合わせて社会保険料として記載されている上、月別ではなく年間の合計金額

として記載されているため、月別の厚生年金保険料については、当該源泉徴収票にお

ける年間の社会保険料の合計金額から推計することとなる。 

そこで、月別の厚生年金保険料等、詳細が記載された給与支払明細書が１年分全て

そろっている平成５年について、給与支払明細書と源泉徴収票を突合したところ、源

泉徴収票に記載されている給与支払総額及び社会保険料控除額は、いずれも給与支払

明細書における合計額と著しく相違しており、さらに、源泉徴収票に記載されている

給与支払総額は給与支払明細書における合計額より低いにもかかわらず、社会保険料

控除額は給与支払明細書における合計額よりも高くなっており、源泉徴収票に記載さ

れている社会保険料控除額は正確なものではないことが判明したことから、申立期間

①に係る３年の源泉徴収票に記載された社会保険料控除額も正確なものとは認められ

ない。 

このほか、申立期間①について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24064 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和39年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年９月１日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社から

関連会社であるＣ社への人事異動はあったが、申立期間を含めてＡ社に継続して勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る人事カード並びに申立人の申立期間における勤務及

び厚生年金保険料控除についての同社からの回答から判断すると、申立人は、申立期間

を含めてＡ社に継続して勤務し（昭和 39年10月１日に同社からＣ社に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る資格喪失日を昭和 39年10月１日と届け出るべきところ、誤って同

年９月１日として届け出たことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



  

東京厚生年金 事案24065 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（Ｂ区）（現在は、Ｃ社）における資格取得日

に係る記録を昭和 39年７月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万4,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年７月21日から同年９月15日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社（Ｄ区）から同社（Ｂ区）への転勤はあったものの、継続して勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びに申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料控除に

ついてのＣ社からの回答並びにＥ健康保険組合の加入記録から判断すると、申立人は、

申立期間を含めてＡ社に継続して勤務し（昭和 39年７月21日に同社（Ｄ区）から同社

（Ｂ区）に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ区）における昭和 39

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る資格取得届を社会保険事務所に誤って提出し、申立期間に係る厚生

年金保険料を納付していないことを認めていることから、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案24068（事案9521の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 44 年

９月25日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、同年９月及び同年10月は６万円、同

年11月は５万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年９月25日から同年12月１日まで 

            ② 昭和 47年５月28日から51年８月２日まで 

Ｂ社又はＡ社に勤務していた申立期間①及びＡ社に勤務していた申立期間②の厚生

年金保険の加入記録が無い。昭和 40 年９月にＣ社に入社して以降、社名は変わった

が、51 年まで勤務していた。同社の同僚は厚生年金保険の加入記録があるのに、自

分は無いので、調査して申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、複数の元同僚の回答により、申立人が当該期

間に継続して勤務していたことはうかがえるものの、Ｂ社の元事業主は、「当該期間

の厚生年金保険料を控除していたか否かについては、当時の経理担当者と連絡するこ

とができず、確認できない。」と述べている上、当該期間における厚生年金保険料の

控除がうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと等を理由として、既に当

委員会の決定に基づき、平成 22 年６月２日付けで、年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、新たな資料及び情報を提出していないものの、

昭和 40 年にＣ社に入社して以降、社名はＢ社、その後、Ａ社へと変わったが、51 年

まで勤務していた旨主張していることから、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿により、

申立人と同じ 44年９月 25日に社会保険事務所（当時）において資格喪失届を受け付



 

けたことが確認でき、かつ、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社において

被保険者資格を取得していることが確認できる 21人のうち、連絡先が判明した13人

に対し、申立期間①における勤務及び給与の実態について照会したところ、７人から

回答があり、そのうち５人は、同社に勤務し同社から給与の支払を受けていたとして

おり、そのうち３人は、申立人も同社に勤務していた旨回答している。 

また、上記 13 人のうち、申立人と同じく、営業担当で支店長を務めた一人から提

出されたＡ社における昭和 44年９月から同年11月までに係る給料明細書により、厚

生年金保険料を控除されていたことが確認できるとともに、経理担当の一人から提出

された同社における同年９月及び同年 10月に係る給料明細書並びに同年10月から同

年 12 月までの家計簿により、当該期間に係る厚生年金保険料を控除されていたこと

が認められる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①においてＡ社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和44年12月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①は適用事業所でないことが確認で

きる。しかしながら、同社に係る商業・法人登記簿謄本により、同社は 43 年３月 16

日に法人として設立されたことが確認できる上、上記のとおり、５人が同社に勤務し

ていたと回答していることから、同社は当時の厚生年金保険法に定める適用事業所と

しての要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＢ社に係る事業所別被保険

者名簿における昭和 43年10月及び44年10月の定時決定の記録並びに同僚の給料明

細書において確認できる厚生年金保険料控除額から判断して、同年９月及び同年 10

月は６万円、同年 11月は５万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は当該期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っ

ていなかったと認められることから、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②に係る申立てについては、元事業主及び元同僚の回答により、申立人が

当該期間に継続して勤務していたことはうかがえるものの、Ａ社の元事業主から提出

された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に記載された申立人の同社

における資格喪失日は昭和 47年５月28日であり、同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の記録と一致していることが確認できること、及び当該被保険者名簿に

おける健康保険の整理番号に欠番は無く、社会保険事務所における事務処理に不自然

な点は見当たらないことを理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年６

月２日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人から新たな資料及び情報の提出は無く、上記資格

喪失確認通知書と上記被保険者名簿とを改めて突合したが、申立人に係る資格喪失日

 



  

は一致していることが確認できる上、不自然な事務処理が行われた形跡は見当たらず、

そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24069 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成19年６月29日

は６万 8,000円、同年 12月 15日は 13万 7,000円、20年３月 31日は 20万 5,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年６月29日 

            ② 平成19年12月15日 

            ③ 平成20年３月31日 

   Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

いことが判明した。同社は年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時

効により納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった申立期間における賃金台帳の写しにより、申立人は、申立期間

に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳において確認できる厚生年金

保険料控除額から、平成 19 年６月 29 日は６万 8,000 円、同年 12 月 15 日は 13 万

7,000円、20年３月 31日は20万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立期間当時の事務手続



  

を誤ったとして社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行っていることから、社会保険

事務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案24074 

 

第１ 委員会の結論 

   総務大臣から平成 21 年７月７日付けで行われた申立人の年金記録に係る苦情のあっ

せんについては、同日後に新たな事実が判明したことから、当該あっせんによらず、申

立人は、申立期間のうち、昭和 37年４月29日から同年５月１日までの期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人

のＡ社（Ｂ区）における資格取得日に係る記録を同年４月 29 日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。  

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 昭和37年４月29日から同年５月20日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｃ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社には、

昭和 34 年５月から平成５年３月まで継続して勤務しており、厚生年金保険の未加入

期間があるのは納得できないので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録について、雇用保険の加入記録

及び同僚の供述によると、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

既に当委員会において決定したあっせん案の報告に基づき、平成 21 年７月７日付けで、

総務大臣から年金記録に係る苦情のあっせんが行われている。 

しかしながら、当該あっせん後に、Ａ社（Ｂ区）に係る事業所別被保険者名簿におい

て、申立期間のうち、昭和 37年５月１日から同年５月20日までの期間に係る申立人の

被保険者記録が存在することが判明したため、当該被保険者記録が申立人の基礎年金番

号に統合されたことが平成 24 年 12 月 20 日付けのＤ年金事務所からの文書により確認



  

できる。 

上記統合処理を踏まえ、上記被保険者名簿及び関連資料を改めて検証したところ、申

立期間のうち、昭和 37年４月 29日から同年５月１日までの期間について、雇用保険の

加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｅ支

店から同社本社に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、申立人と同様に、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い従業員の一人が保有する自身の職歴カードに、昭和 37 年４月１日付

けでＡ社Ｅ支店から同社本社に異動したと記録されているところ、同社本社は、同年５

月 20 日まではＢ区、同日以降はＦ区で厚生年金保険の適用事業所となっていること、

当該従業員は、自身が所属していた営業所について、同年４月１日付けで同社Ｅ支店か

ら同社本社に移管されたが、継続して勤務しており、申立人も自身と同様に、同一箇所

に勤務していた旨回答していること及び上記被保険者名簿において確認できる申立人に

係る被保険者記録から判断すると、申立人は、申立期間のうち、同年４月 29 日から同

年５月１日までの期間について同社本社（Ｂ区）において被保険者記録を有していたと

考えられることから、申立人の同社本社（Ｂ区）における資格取得日を同年４月 29 日

とすることが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ区）における昭和 37

年５月の上記被保険者名簿の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



  

東京厚生年金 事案24075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、平成14年１月を26万円、

同年２月を 24 万円、同年３月から同年７月までを 26 万円、同年８月を 24 万円、同年

９月から15年８月までを 26万円、同年９月から16年８月までを28万円、同年９月か

ら17年１月までを 30万円、同年２月及び同年３月を32万円、同年４月から18年７月

までを34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②から⑦までに係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成

15年７月31日は１万 6,000円、同年 12月19日、16年７月６日及び同年12月24日は

それぞれ１万 7,000円、17年８月 25日は１万 8,000円、同年 12月 28日は 9,000円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 14年１月21日から18年８月21日まで 

② 平成 15年７月31日 

③ 平成 15年12月19日 

④ 平成 16年７月６日 

⑤ 平成16年12月24日 

⑥ 平成17年８月25日 

⑦ 平成 17年12月28日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際の保険料控除額に見合う標準報酬月額より低くなっている。また、賞与が支給さ

れていたにもかかわらず、申立期間②から⑦までの標準賞与額の記録が無い。給与明

細書及び賞与明細書を提出するので、それぞれ記録を訂正してほしい。 



  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額

のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明

細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額から、平成14年１月は26万円、

同年２月は 24 万円、同年３月から同年７月までは 26 万円、同年８月は 24 万円、同

年９月から15年８月までは 26万円、同年９月から16年８月までは28万円、同年９

月から 17年１月までは 30万円、同年２月及び同年３月は 32万円、同年４月から 18

年７月までは 34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

当該給与明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額

を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標

準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立人から提出された賞与明細書により、申立人は、申立期間②から⑦までにＡ社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認でき

る保険料控除額から、平成 15年７月 31日は１万 6,000 円、同年 12月 19日、16年

７月６日及び同年 12月 24日はそれぞれ１万 7,000円、17年８月 25日は１万 8,000

円、同年12月28日は9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主から回答が得られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申

立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

東京厚生年金 事案24076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係る記録を昭和

47年５月 25日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 2,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年５月25日から同年６月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された「Ｂ事業所被保険者台帳」及び同社の回答

から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和47年５月25日に同社本社か

ら同社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所における昭和 47

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、７万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間当時、申立人に係る資格取得日の届出を誤ったとしていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 47 年５月の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案13609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 60年３月までの国民年金保険料については、免除さ

れていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和59年４月から60年３月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれて

いた。その後、母は、病にかかり、私の保険料を払い続けることができなくなっ

たので、申立期間の保険料の免除申請手続をしてくれたはずである。申立期間の

保険料が未納とされ、免除となっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間前の期間の国民

年金保険料を納付してくれていたことを、母親の遺品から年金手帳と領収証書が出

てきたことで初めて知り、母親が昭和 59 年４月頃に病気になり、保険料を納付す

ることができなくなったので申立期間に係る免除申請手続を行ってくれたはずであ

ると主張している。 

しかし、母親の遺品から、オンライン記録で保険料が納付済みとなっている全期

間の領収証書は見つかったが、免除申請を行ったことを示す関連資料は無く、また、

申立人は、母親から委任状のことを聞いたことはあるが、当該委任状の話が免除申

請に係るものかどうかは分からないと説明している。 

さらに、申立人の保険料の免除申請手続を行ったとする母親から当時の事情を聴

取することができない上、申立人は免除申請手続に関与していないことから、母親

が保険料の免除申請を行ったか否かは不明である。 

このほか、申立期間の保険料が免除されたことを示す関連資料は無く、申立期間

の保険料が免除されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年２月から平成元年12月までの期間のうち一部の期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年２月から平成元年 12 月までの期間のうち一部

の期間 

私は、昭和 49 年２月に会社を退職した後、国民年金の加入手続を行い、平成

２年１月に会社に入社する直前の元年 12 月までの期間のうち一部の期間の国民

年金保険料を納付した。区役所で十万円ほどの金額を納付した記憶もある。その

期間の全てが国民年金に未加入で保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 49 年２月に会社を退職した後、国民年金の加入手続をし

た。」と説明しているが、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検

索システムによる調査の結果、申立人に対して同時期及び申立期間中に国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人

は、国民年金の加入に伴い交付される年金手帳に係る記憶が明確でない。 

また、申立人は、「請求書を持参し、区役所で十万円ほどの金額を納めた記憶が

ある。」と説明しているが、申立期間は、国民年金の未加入期間であり、制度上、

申立期間の国民年金保険料を納付することができない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13612 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年２月及び同年３月 

  私は、18 歳から海外留学しており、私が 20 歳のときに母が私の国民年金の加

入手続を行い、帰国して、平成 17 年に就職するまで、私の国民年金保険料を納

付してくれていた。母から保険料の納付期日が過ぎた場合でも、後日まとめて納

付していたと聞いているので、申立期間の保険料が未納となっているのは納得で

きない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録から申立人の基礎年金番号の付番年月日は平成９年１月１日であ

ることが確認でき、申立期間は、同年１月１日に基礎年金番号が導入された後の期

間であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られて

いた状況下において、記録漏れ及び記録誤り等の生じる可能性は極めて低いことを

踏まえると、仮に申立人名義で納付された保険料が、別人の納付記録として記録さ

れることは考え難い。 

また、申立人の保険料を納付していたとする母親は、「納付を忘れた場合は、空

白が生じないように保険料を納付していたので未納は無いはずである。」と説明し

ているが、過年度納付に係る記憶が明確でない上、申立人は保険料の納付に関与し

ていないことから、申立期間の納付状況は不明である。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

東京国民年金 事案13613 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51年４月から 54年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年４月から54年３月まで 

 私は、学生時代に母から私が 20歳になる昭和51年＊月頃に私の国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと聞いた。申立期間が国民年金に

未加入で保険料が未納となっているのは納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 51 年＊月頃に申立人の母親が国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金手帳

記号番号は、前後の任意加入被保険者の資格取得日から 57 年３月頃に払い出され

たと推認できる。 

また、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

る調査の結果、申立人が 20歳になった昭和51年＊月頃に申立人に別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間当時は大学に通っており、当時、学生は国民年金に

任意加入の取扱いであったところ、申立期間は学生の任意加入適用期間の未加入期

間であり、制度上、保険料を納付することはできない。 

   加えて、申立人が大学卒業後に就職した事業所を退職する際に手渡されたとする

申立人の年金手帳の初めて国民年金の被保険者になった日は昭和57年１月16日と

記載され、申立人に係る特殊台帳及び国民年金被保険者名簿の被保険者資格取得年

月日と一致し、記録管理に不自然さは無い。 

   このほか、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする母

親から当時の納付状況等を聴取することができない上、申立人は申立期間の保険料

の納付に関与していないことから、申立期間の納付状況が不明であるほか、申立人

の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

 



  

書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金を納付していたものと認めることはできない。 

 



  

東京国民年金 事案13614 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56年７月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年７月から61年３月まで 

私は、昭和 51年３月に国民年金に任意加入し、年金受給資格が得られる25年

間は国民年金保険料を納付し続けることを目標に、郵便局又は金融機関で保険料

を納付していた。60 年６月に現在居住する市に転入した際、国民年金関係の手

続を行った記憶は無いが、市役所から送付された納付書で３か月ごとに金融機関

で保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 51 年３月に国民年金に任意加入し、第３号被保険者になるま

で任意加入をやめた記憶は無い。」と説明しているが、申立人に係る特殊台帳にお

いて 56 年７月の納付記録欄に「喪失」のゴム印が押されている上、資格得喪記録

欄に「昭和 56 年７月１日」に被保険者資格喪失の記載があり、いずれもオンライ

ン記録と一致している。 

また、申立人は、「昭和 60 年６月に現在居住する市に転入し、その際に、国民

年金関係の手続は行わなかったが、納付書が送付されてきた。」と説明しているが

同市では当時、転入してきた国民年金の任意加入被保険者については国民年金上の

住所変更手続を行わなければ納付書の送付は行っておらず、また、国民年金の任意

未加入者に対しては納付書を送付することはしないと回答しており、申立人の説明

は不自然である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

、

、



  

東京国民年金 事案13615 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年９月から平成元年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年９月から平成元年４月まで 

私の申立期間の国民年金保険料は、会社を退職後の昭和62年か63年頃に役所

から保険料が未納であるとして、請求合計額が 30 万円くらいの納付書の束が送

付されてきたので、私の母が分割で金融機関に保険料を納付してくれていた。申

立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 62 年か 63 年頃に 30 万円くらいの国民年金保険料に係る納付書

の束が送付されてきたと説明しているが、申立人から提出された年金手帳（「平

成」の印字有り）に記載されている国民年金手帳記号番号は、前後の第３号被保険

者の該当処理日から、平成３年６月頃に払い出されたと推認でき、同時点で、申立

期間の保険料は時効により納付することができない。 

また、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる

調査の結果、昭和 62年か63年頃に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、オンライン記録により、申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出され

たと推認できる時期（平成３年６月）に過年度納付が可能な申立期間直後の元年５

月から３年３月までの保険料を分割して過年度納付していることが確認できるとこ

ろ、同期間と平成３年度を合計した保険料額は、申立人が主張する 30 万円に符合

することから、申立人が説明する 30 万円くらいの納付書の束とは、この期間のも

のである可能性が高い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13616 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年10月から53年３月まで 

私は、時期ははっきり覚えていないが、夫婦で国民年金の加入手続を行い、昭

和 54 年１月に夫婦二人分の国民年金保険料をそれぞれの貯金口座から引き出し

て郵便局で遡って一括納付した。夫の申立期間の保険料が納付済みとなっている

のに、私の申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫婦一緒に国民年金の加入手続を行ったと説明しており、申立人の国

民年金手帳記号番号は、申立人の夫の申立期間に係る納付時期から、昭和 54 年１

月頃に夫婦連番で払い出されたと推認できるところ、昭和53年度（昭和53年４月

から）から 60 歳に到達するまで国民年金保険料を納付し続けた場合、夫は年金受

給権を確保するために必要な納付済月数（300 か月）に 47 か月不足するのに対し

て、申立人は 310か月の納付月数を確保することが可能である。 

また、上記の状況から、夫は過去に遡って保険料を納付することが必要で、申立

人から提出された夫の領収証書により、昭和 54 年１月 11 日に 51 年 10 月から 53

年３月までの保険料（18か月分）を過年度納付し、36年４月から39年３月までの

保険料(36 か月分)を第３回特例納付制度を利用して納付したことによって、60 歳

に到達するまで保険料を納付し続けた場合、合計307か月の納付月数を確保するこ

とが可能だったことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24061 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63年９月15日から平成元年３月１日まで 

           ② 平成元年 10月１日から同年11月１日まで 

           ③ 平成元年 12月10日から２年３月１日まで 

           ④ 平成７年１月15日から同年７月１日まで 

           ⑤ 平成７年 12月31日から14年10月31日まで 

Ａ店（後に、Ｂ社）に勤務していた期間のうちの申立期間①、Ｃ社（後に、Ｄ社）

に勤務していた期間のうちの申立期間②、Ｅ社に勤務していた期間のうちの申立期間

③、Ｆ社に勤務していた期間のうちの申立期間④及び⑤の厚生年金保険の加入記録が

無い。勤務していたのは間違いないので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、Ａ店に勤務していた元従業員は、申立人が、当該期間におい

て同店に勤務していたことを覚えていると回答している。 

   一方、Ａ店の元事業主に二度照会文書を送付したが、回答を得られず、申立人の勤

務状況及び厚生年金保険の取扱い等について確認することができない。 

   また、当該期間においてＡ店における社会保険業務に従事していたとする元従業員

は、同店での社会保険業務は社長が取り仕切っていたが、見習期間などの理由をつけ

て、入社後すぐには社会保険に加入させていなかったようだと回答している上、同店

が運営する店舗の一つで店長として勤務していたとする元従業員も、入社後すぐに社

会保険には加入させないという話を周囲から聞いたことがある旨回答している。 

   さらに、当該期間の前後にＡ店に勤務していた 10 人の従業員に照会したところ、

そのうち回答のあった３人は、同店に勤務していた期間には、それぞれ約４か月から

10 か月の厚生年金保険の未加入期間があり、そのうちの一人は、社長に社会保険に



 

加入させてくれるよう何度も頼み、入社後４か月経過した頃にようやく加入すること

ができた旨回答している。 

   なお、厚生年金保険の未加入期間があると回答している上記従業員のいずれも当該

未加入期間における給与明細書等の資料を有しておらず、給与からの保険料控除を確

認することができない。 

 ２ 申立期間②について、Ｄ社は、申立人に係る資料は残っておらず、申立人の勤務状

況等について確認できない旨回答しているが、平成元年 10 月にＣ社に入社したとす

る元従業員は、申立人が当該期間に勤務していたことを覚えていると回答しており、

当該期間における申立人の勤務はうかがえる。 

   また、申立人に係る資格取得日が平成元年 11 月１日と記録されていることについ

て、Ｄ社は、同社の前身であるＣ社がホテルを開業した時期は同年 10 月中頃である

が、開業に際して採用された従業員について試用期間は設けられていなかったと思わ

れ、月の途中で入社した社員については、翌月 11 月１日を資格取得日として手続し

たことが考えられる旨回答している。 

   さらに、オンライン記録によると、平成元年 11 月１日に被保険者資格を取得して

いる者が７人おり、これらの者に照会したところ、回答のあった二人は、いずれも同

年10月頃に入社したとしている。 

   加えて、平成元年 11 月にＣ社において被保険者資格を取得した元従業員から提出

された同年の源泉徴収票によると、「就職年月日 平成元年 10 月９日」と記載され

ているが、控除されている厚生年金保険料は、同年 11 月分と推定されるおおよそ１

か月分に見合うものとなっており、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控

除について推認できない。 

 ３ 申立期間③について、Ｅ社は、申立人に係る資料を保管しておらず、当該期間にお

ける申立人の勤務状況及び保険料控除について確認できないとしている。 

しかし、Ｅ社は、当時の社会保険事務担当者は厚生年金保険及び雇用保険の資格取

得日を入社日と同日で届けていたはずであると回答しているところ、昭和 61 年から

平成７年までの間に被保険者資格を取得している９人（申立人を含む。）に係る雇用

保険の資格取得日は、厚生年金保険の資格取得日と同日であることが確認できる。 

   また、上記従業員のうち、自身の入社時期を覚えている一人は、Ｅ社では入社と同

時に厚生年金保険に加入させる取扱いであり、同社での在職期間中に厚生年金保険の

未加入期間は無い旨回答している。 

   さらに、申立期間③にＥ社において厚生年金保険の被保険者記録を有する３人に照

会したところ二人から回答があり、いずれも申立人を覚えていないとしている。 

   なお、上記３人以外、当該期間にＥ社において厚生年金保険の被保険者記録を有し

ている従業員はおらず、同社の他の従業員の連絡先が確認できないことから、申立人

の勤務を確認することができない。 

   加えて、申立人を除く上記８人のうち、別の従業員は、同社では退職するまでパー

トの身分で勤務していたが、無保険であったことから、会社に尋ねたところ、社会保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

険に加入させてもらえるとのことであったので加入したが、社会保険に未加入であっ

た期間において、給与から保険料は控除されていなかったと供述している。 

 ４ 申立期間④について、平成７年１月にＦ社を退職したとする元従業員は、申立人が

自身と入れ違いで入社した記憶があると供述している上、同社における申立人に係る

雇用保険の加入期間は、同年２月１日から 14年２月 28日までであることから判断す

ると、申立人は、７年１月には同社に入社したことがうかがえ、申立期間④のうち、

同年２月から同年６月までの期間における申立人の勤務が確認できる。 

   一方、Ｆ社の元事業主は、申立人の給与からの保険料控除等については不明である

旨回答しており、また、複数の元従業員が社会保険担当者として氏名を挙げている者

に二度照会文書を送付したが回答を得られず、同社における厚生年金保険の取扱い等

について確認することができない。 

   また、申立期間④の前後にＦ社において被保険者であった者のうち二人は、同社に

勤務していた期間において厚生年金保険に未加入となっている期間があるとしており、

そのうち一人は、同社には平成４年４月に入社したが、健康保険被保険者証を発行し

てもらえず、事務担当者に何度も催促した記憶があるとしているところ、オンライン

記録の資格取得月は同年８月とされ、約４か月の相違がある。 

さらに、他の一人は、Ｆ社に在籍していた期間において国民健康保険に加入して

いたことから、厚生年金保険に加入していない期間があるとしており、当該未加入期

間において、給与から社会保険料は控除されていなかった記憶があると回答している。 

   なお、上記二人はいずれも、給与明細書等の資料を有しておらず、給与からの保険

料控除を確認することができない。 

 ５ 申立期間⑤について、上述のとおり、申立人に係る雇用保険の加入期間は、平成７

年２月１日から 14 年２月 28 日までとされているが、申立人は同年 10 月まで勤務し

ていたと主張しており、同時期まで一緒に勤務していた同僚一人の氏名を挙げている

が、連絡先が不明で照会できず、申立期間⑤のうち、同年３月１日から同年 10 月 30

日までの勤務が確認できない。 

   また、オンライン記録によると、Ｆ社は、平成７年12月31日に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっており、申立期間⑤は適用事業所でないことが確認できる。 

   さらに、Ｆ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（以下「全喪日」とい

う。）である平成７年 12月31日に被保険者資格を喪失した者のうち５人は、当該期

間において同社の経営状況は良くなかったと回答している。 

   加えて、オンライン記録によると、全喪日にＦ社において被保険者資格を喪失して

いる19人のうち、申立人を含めた 16人は健康保険任意継続被保険者となっている上、

そのうち13人について、国民年金保険料の納付記録が確認できる。 

   なお、Ｆ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は、全喪日以降も法人事業

所として継続しており、厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたと

考えられるが、平成７年 12月 31日以降も同社に勤務していたとする従業員のいずれ

もが、給与明細書等の資料を有しておらず、当該期間における保険料控除を確認でき

 

 

 

 

 



  

ない。 

 ６ このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24062 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から６年１月31日まで 

  Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の報酬額に見合う標準報酬月額より低くなっているため、記録を訂正し

てほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額につ

いて、当初、50 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった平成６年１月 31 日より後の同年３月７日付けで、４年３月に遡って８万円に

減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、申立期間及び上記減額訂正処理時

において、申立人は同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、申立期間当時、Ａ社において給与事務及び社会保険手続を行ってお

り、平成６年に厚生年金保険料の滞納について社会保険事務所（当時）に呼ばれて話を

した上、その際に同社の代表者印を持参したと供述していることから、上記減額訂正処

理に関与していたものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っている代表取

締役として、上記減額訂正処理に関与していなかったとは考え難いことから、当該処理

が有効なものでないと主張することは信義則上認められず、申立期間における標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24066 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年８月31日から同年９月１日まで 

  ねんきん定期便で厚生年金保険の記録を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間

のうち、申立期間が未加入期間となっていることが分かった。しかし、同社には平成

13 年８月 31 日まで勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者で

あることを認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人に係る退職金明細から、申立人が

平成13年８月 31日まで同社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人から提出されたＡ社発行の平成 13 年分給与所得の源泉徴収票

に記載されている社会保険料等の控除額をみると、申立人から提出された同年３月から

同年８月まで（同年４月及び同年７月を除く。）の給与明細一覧で確認できる社会保険

料等（同年４月及び同年７月は、当該月の前月の給与明細一覧を基に算出。）の合計の

控除額とほぼ一致しており、また、同社は、厚生年金保険料は翌月控除であるとしてい

ることから、上記源泉徴収票において確認できる社会保険料等の控除額は、オンライン

記録にある被保険者期間である同年２月から同年７月までの期間に係るものと考えられ、

申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除を確認することができない。 

また、申立人から提出された申立人の預金通帳において、Ａ社を退職した後の平成

13 年９月 28 日付けで、同社から同年８月以前に振り込まれた給与の約３分の１程度の

給与が振り込まれたことが確認でき、これは、同社が給与は毎月 20 日締め月末払いで

あったとしているため、同年８月 21日から同月31日までの期間に係る給与振込額であ

ると認められるところ、同社は、「当該期間に係る申立人の給与額は、当社における１

か月分の給与支給総額の約３分の１程度になるが、当該振込額からみて、当該期間につ

いては厚生年金保険料を控除していなかったものと考える。」と回答していることから、

当該期間に係る給与から申立期間の厚生年金保険料が控除されていたことを確認するこ



  

とができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案24067 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年６月１日から33年９月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には申立期間も継続

して勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に継続して勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 35 年７月９日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、また、申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間

に係る勤務及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時、同社の

厚生年金保険被保険者であった従業員 20 人に、申立人の申立期間に係る勤務及び同社

における厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、回答のあった 13 人全員が申

立人の申立期間に係る勤務及び同社における厚生年金保険の取扱いについて不明である

としており、また、そのうちの４人が、当時の会社の経営状況は悪く、給料の遅配等が

あった旨回答している。 

さらに、上記被保険者名簿から、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失する直前

の昭和29年５月に厚生年金保険の被保険者であった申立人を含む従業員63人のうち、

申立人と同日の同年６月１日に厚生年金保険の資格を喪失した従業員が８人、翌日の６

月２日に資格を喪失した従業員が 17人、また、同年10月１日に資格を喪失した従業員

が 11 人となっているなど、申立人が資格喪失した以降同年中に、50 人もの従業員が資

格を喪失していることが確認でき、Ａ社では、同年に、多くの従業員が退職したことが

うかがわれる。 

加えて、申立期間において、仮に、申立人がＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

 



  

いたとすれば、同社は、当時、社会保険事務所（当時）が行う毎年 10 月の標準報酬月

額の定時決定のための算定基礎届（毎年８月）を少なくとも４回提出していたはずであ

り、この４回の届出において、同社及び社会保険事務所が、いずれも申立人の厚生年金

保険被保険者記録が無いことに気付かなかったとは考え難いことから、同社は、当該算

定基礎届を提出しておらず、年金事務所の記録どおり、申立人が厚生年金保険の被保険

者資格を昭和 29 年６月１日に喪失した旨の届出を行い、申立期間は被保険者でないこ

とを認識していたと考えるのが自然である。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案24070 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年３月５日から63年４月１日まで 

 Ａ病院（現在は、Ｂセンター）で賃金職員として勤務していた期間のうち、申立期

間の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間も同病院で勤務していたことは確かな

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂセンターから提出された申立人の人事記録及び出勤簿により、申立人は申立期間に

Ａ病院で賃金職員（日給制）として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂセンターは、申立期間当時の賃金職員の厚生年金保険の取扱いにつ

いて、「賃金職員は希望者のみ加入手続をしており、本人から特段の申出が無かったと

すれば、加入手続を行っていなかった可能性が高い。また、時期は不明だが、後に申出

の有無にかかわらず、加入手続を行うようになった。」旨回答している。 

また、Ｂセンターから提出された申立期間当時の賃金職員名簿、Ａ病院に係る事業所

別被保険者名簿及びオンライン記録によると、申立人と同時期の昭和 59 年３月及び同

年４月に賃金職員として採用された８人（申立人を含む。）のうち、申立期間に厚生年

金保険に加入している者は４人であること、申立人が厚生年金保険に加入した 63 年４

月に採用された７人全員は採用と同時に厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人は、Ａ病院の採用時に厚生年金保険の加入を申し出た記憶は無い旨供

述しているところ、昭和 58年12月に申立人と同職種で採用された同僚は、「自分は厚

生年金保険加入についての申出はしていない。当時は申出しないと加入できなかったが、

その後、63 年からと思うが強制加入となり、その際に自身も加入した。」旨供述して

おり、オンライン記録によると、同人の厚生年金保険の加入日は、申立人と同じ 63 年

４月２日であることが確認できる。 

加えて、Ｂセンターは、申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できる資

  



  

料は残っていないが、厚生年金保険の未加入期間に従業員の給与から保険料を控除する

ことは無い旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。  



  

東京厚生年金 事案24071 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年10月１日から60年３月21日まで 

  Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。退職する

前の２か月間だけ厚生年金保険に加入していたというのは到底理解できないので、よ

く調査をして、年金記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における複数の同僚及び従業員の供述から、入社日は特定できないものの、申立

人が申立期間において同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録により、Ａ社は平成11年10月31日に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっていることが確認できる上、同社の事業主は既に死亡していること

から、申立期間の一部期間において同社の取締役であった当該事業主の妻に照会したと

ころ、「自分は他社に勤務していたため、Ａ社の厚生年金保険のことは分からない。既

に同社は解散し、書類等は一切残っていない。」旨回答しており、申立人の申立期間に

おける勤務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚のうち、自身と同じ営業職であったとする同僚は、

「自分は昭和56年頃から約２年間Ａ社に営業職で勤務した。」旨供述しているところ、

同社に係る事業所別被保険者名簿において同人の厚生年金保険の加入記録は見当たらな

い。 

さらに、上記名簿により、申立期間において厚生年金保険に加入していたことが確認

できる従業員35人のうち、連絡先が判明した29人に厚生年金保険の取扱いについて照会

し、15人から回答を得られたところ、申立人と同職種である営業職二人から申立期間当

時の厚生年金保険加入の取扱いについて具体的な回答があり、そのうちの一人は、「入

社した時期より厚生年金保険に加入した時期が遅れており、最初は厚生年金保険に加入

させてくれなかったことを知った。当時、不動産業の営業は入ってもすぐ辞めてしまう



  

人が多く、Ａ社でも、営業の人間はすぐに加入させてくれなかったのだと思う。」旨供

述しており、他の一人は、「部長などの役職者以外の営業職は歩合制で、歩合制の営業

職は最初から厚生年金保険に入らなかった。自分もＡ社で厚生年金保険に加入するまで

保険料は控除されずに、国民年金に加入していた。」旨供述している。 

加えて、上記回答のあった15人中、経理事務職の二人から申立期間当時の厚生年金保

険加入の取扱いについて具体的な回答があり、一人は、「営業の人は販売額に応じて給

与が変わり、保険料が控除されている者といない者がいた。」旨供述しており、他の一

人は、「Ａ社には保険料を控除されずに給与を丸々受け取る者と保険料を控除された少

ない給与で正社員として身分が保障されている者がいた。」旨供述していることから、

Ａ社では必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがう

かがわれる。 

なお、申立期間当時に申立人が居住していた地域を管轄する市役所の国民健康保険の

加入記録によると、申立人は、昭和59年11月６日から60年２月19日までの期間及び同年

３月17日から61年５月１日までの期間、国民健康保険の被保険者となっていることが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24072 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年３月 26日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。手取額が

増えると聞いたため、平成４年４月からは月給制から時間給制に変更してもらったが、

退職するまで厚生年金保険料は変わらず控除されていたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録によると、Ａ社における離職日は平成４年７月 31

日と記録されており、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、事業

主は、社会保険の事務手続は外注していたため申立ての件については不明であり、当時

の関係書類も無い旨回答しており、また、当該外注先で社会保険事務を担当していた者

は所在不明であるほか、同社の人事労務関係担当者も死亡しているため、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険料について確認することができない。 

さらに、申立人は平成４年４月から給与の支給形態を自らの希望により月給制から時

間給制にしてもらい、給与形態が変更になった後も厚生年金保険料を控除されていたと

供述しているが、申立期間当時の総務担当者は、勤務の途中から時間給制になり手取額

が多くなったのであれば、社会保険の適用から外れ保険料の控除が無くなったこと以外

考えられない上、給与からの厚生年金保険料の控除については、当時のＡ社の給与計算

のチェック体制から、間違えて控除するということは考え難いと供述している。 

なお、申立人は、Ａ社が社会保険の事務手続を依頼していた外注先の担当者が、自身

と他の人とを間違えて厚生年金保険の資格喪失の手続をしたので、申立期間が未加入と

なっていると主張しているが、上述のとおり当該担当者は所在不明のため事実関係を確

認することができない上、オンライン記録の健康保険証の回収記録によると、申立人は、



  

平成４年４月 23日に健康保険証を返納していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年４月１日から25年４月30日まで 

Ａ事業所には昭和 23 年４月１日から 25 年４月 30 日まで正社員として勤務した。

この度、同僚の申立てを契機として、同事業所が厚生年金保険の適用事業所であった

ことを知った。同僚と同様、自身も申立期間に厚生年金保険に加入していたと思われ

るので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所に係る健康保険任意包括被保険者名簿により、申立人が申立期間において同

事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ事業所に係る上記被保険者名簿は、「健康保険厚生年金保険被保険

者名簿」となっている標題の「厚生年金保険」が抹消され、「任意包括被保険者」を追

加し、「健康保険任意包括被保険者名簿」と訂正されている上、摘要欄には「健保の

み」の記載が確認できることから、同事業所は、申立期間において厚生年金保険の適用

事業所でなかったことが確認できる。 

また、事業主は死亡していることから、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについ

て確認することができない。 

さらに、上記健康保険任意包括被保険者名簿において確認できる申立人が名前を記憶

している上司及び複数の同僚は、申立期間において厚生年金保険の被保険者となってい

ないことが確認できる上、当該同僚等から厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月１日から58年１月１日まで 

          ② 昭和 58年１月１日から61年６月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①及びＣ社に勤務した申立期間②の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の上司だったする者の回答から、期間は特定できない

ものの、申立人がＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社の事業主は、申立人が在籍していたか否か確認する方法が無く

不明であり、Ａ社に勤務していた者で陸送・構内業務の者については厚生年金保険に

加入していない者が多数いた旨回答している上、申立人がどうだったか分からないが、

正社員であっても給料の手取りの点から社会保険に加入しないこともあった旨供述し

ている。 

また、Ｂ社の事業主及び申立人の上司だったとする者が、申立期間①当時、社会保

険事務の責任者だったと供述する者は既に死亡しており、当時の厚生年金保険の取扱

いについて確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人が記憶している者のう

ち、二人は被保険者記録が確認できるものの、両人とも既に死亡しており、ほかの９

人については、同名簿にその名前を確認することができない。 

加えて、上記名簿において、昭和 56年12月までに資格を取得し、申立期間①に被

保険者記録が確認できる者のうち、住所が確認できる 16 人に照会したところ、10 人

から回答があったが、上記申立人の上司だったとする者以外の９人は申立人を知らな

い旨回答している。 



  

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社は、平成 10 年以前の資料を廃棄しているため、申立人

の在籍を確認できない旨回答している。 

また、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿において確認できる、申立人がセンター長

だったとする者と同姓の者は、自分は申立人の上司であり、申立人は２年から３年ぐ

らい勤務していた旨回答しているものの、同名簿によると、同人は、申立期間②に同

社での厚生年金保険の加入記録は確認できない上、オンライン記録によると、同人は、

申立期間①及び②において、他社での被保険者記録が確認できる。 

さらに、上記申立人の上司であったとする者が、申立人の同僚として名前を挙げた

二人のＣ社に係る被保険者記録は、申立期間②以前の期間であり、二人とも申立人を

知らない旨回答しており、このうちの一人は、同社における厚生年金保険の取扱いに

ついて、従業員の出入りが激しかったため、おそらく任意加入だったように思う旨回

答している。 

加えて、申立人が記憶している者のうち、上記名簿において確認できる一人は既に

死亡しており、一人は申立人を知らない旨回答している上、ほかに申立人が同僚とし

て名前を挙げた者は、同名簿に被保険者記録を確認できない。 

また、上記名簿において、昭和 58年12月までに資格を取得し、申立期間②に被保

険者記録が確認できる者のうち、住所が判明した 41 人に照会したところ、23 人から

回答があったが、全員が申立人を知らない旨回答している。 

なお、雇用保険の記録によると、申立人は申立期間②以前の昭和 53 年６月１日か

ら54年１月 31日までの期間において、Ｃ社と同じ社名の事業所で加入記録が確認で

きるほか、申立期間②の一部を含む 58年８月17日から63年11月９日までの期間に

おいては、申立事業所とは異なるＤ社で加入記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案24078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 10月から10年９月まで 

Ａ社で勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に、Ｂ職とし

て勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録では、申立人のＡ社での資格取得日は平成７年７月１日、離職日

は10年８月 31日と記録され、申立人は、申立期間を含む期間に、同社に勤務していた

ことが認められる。 

しかし、適用事業所検索システム及びオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となった記録は確認できない上、同社の代表取締役は、同社は厚生年金保険の

適用事業所となっておらず、従業員の給与から厚生年金保険料は控除していない旨供述

している。 

また、上記代表取締役の、Ａ社に係る厚生年金保険の加入記録は確認できず、申立期

間は、国民年金保険料納付済期間であることが確認できる。 

さらに、申立人がＡ社の共同経営者だったとする上記代表取締役とは別の者に照会し

たものの、回答が得られず、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について確

認することができない。 

加えて、申立人は、平成８年 10月１日から17年８月２日まで、国民健康保険に加入

していたことが確認できるほか、Ａ社における厚生年金保険料の控除を確認できる給与

明細書等を保有していない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 


